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杉並区立沓掛小学校ＰＴＡ規約 

第１章  総則 

第１条  本会は、沓掛小学校ＰＴＡ（通称：沓掛ＰＴＡ）といい、事務所を沓掛小学校（所在地：杉並区清水

３－１－９）内に置く。 

 

第２章 目的及び方針 

第２条  本会は、保護者と職員が一体となって相互の教養をたかめるとともに民主教育の発展を促進し、児童の福

祉増進と健全な国民の育成に寄与することを目的とする。 

第３条  本会は、前条の目的を本旨とする民主的団体として次の方針にしたがって活動する。 

1. どのような場合にも政治的、宗教的、営利的な活動を行わない。 

2. 学校の管理、職員の人事には干渉しない。 

 

第３章 事業 

第４条 本会はその目的を達成するため、次の係をおき、下記の事業を行う。 

1. 学級係  学級の活動及び教育的環境の整備等に関すること。 

会員相互の研修に関すること。 

2. 旗振り係 児童の安全生活等に関すること。 

3. 図書係  学級図書の選定に関すること。 

 ただし、その年度のＰＴＡ役員および実行委員が都度必要に応じて係を見直しできるものとする。 

 なお、その係は年度内のみ活動可能とする。 

 

第４章 会員および会計 

第５条  本会の会員は本校に在籍する児童の保護者またはこれに代わるもの（以下保護者という）と本校に勤務

する職員とする。 

第６条  本会の会員は年１回、一定の会費を納入する。 

第７条  本会の経費は会費、事業収益及び寄付金をもってあてる。 

第８条  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第９条  本会の現金は金融機関に会計（保護者）の名義で預金する。 

 

第５章 役員・実行委員及び会計監査員 

第１０条  本会に次の役員をおく。 

会長  １名（保護者） 

副会長 ５名（保護者４・職員１） 

会計  ３名（保護者２・職員１） 

書記  ２名（保護者） 

第１１条  役員の任期は１カ年とする。ただし自らの立候補による再任は妨げない。 

１度その任を務めた役員の再任・協議会委員（井草地域区民センター協議会、荻窪地域区民センター協議

会）の選出は免除される。 

また、１度協議会委員を務めた会員の役員選出は免除される。 
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第１２条  役員の選出は会員中から選出する。選挙の方法は別に定める。 

第１３条  実行委員の選出は会員中から保護者１０名選出する。選出の方法は別に定める。 

第１４条  役員の任務は次の通りとする。 

1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。 

3. 会計は本会の経理を統括し、収支を管理する。 

4. 書記は総会、実行委員会の議事並びにこの会の活動に関する重要な事項の記録をとり管理保管

し、本会の庶務を行う。 

第１５条  本会に会計監査員２名（保護者）をおき前年度実行委員会が互選により又は、会員中から選出し、総会

の承認を受ける。 

任期は１カ年とし、役員及び実行委員を兼任できない。 

 

第６章 会議 

第１６条  本会の会議は次の通りとする。 

1. 総会 

2. 実行委員会 

3. 会計監査員会 

4. 学級ＰＴＡ 

第１７条  総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、会長が招集する。 

定足数は全会員（家庭数）の過半数（委任状を含む）とする。 

1. 総会は次の事項を行う。 

イ. 前年度の事業報告及び決算報告の承認 

ロ. 本年度の事業計画 

ハ. 会費の決定 

ニ. 年度予算の審議及び決定 

ホ. 選挙管理委員長・実行委員及び会計監査員の承認 

ヘ. その他重要事項の審議承認 

2. 臨時総会は実行委員会が必要と認めたとき又は会員の１０分の１以上の要求があったとき開

く。 

第１８条 実行委員会は役員、実行委員１０名と職員２名をもって構成され適宜会長が招集する。 

定足数は全委員の３分の２以上とする。 

1. 各係立案の活動計画の検討 

2. 総会に提出の議案及び報告書の作成 

3. 総会より委任された事項の処理 

4. 特別委員会の設置 

5. その他緊急事項の処理 

第１９条  会計監査員会は２名の会計監査員によって構成され、随時会計を監査し、年度の監査結果を総会におい

て報告する。 

第２０条  学級ＰＴＡは学級会員・担任教師によって構成され、会員相互の向上をはかるため適宜会合を行う。 

第２１条  各会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。 
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第２２条  校長、副校長は学校経営の立場から各会議に出席し意見を述べることができる。 

第７章 附則 

第２３条  本会の事務所に次の帳簿をおく。 

会員名簿・会計簿・領収書・備品台帳・その他必要な記録 

第２４条  本規約施行に関し必要な細則は別に定める。 

第２５条  本規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成者をもって改正することができる。 

但し、改正案の提出はその内容をあらかじめ全会員に通告しておかなければならない。 

第２６条  本規約は昭和３７年３月６日より実施する。 

 

昭和３９年 ４月２１日 一部改正 昭和４４年  ３月１３日 一部改正 

昭和５３年  ３月 ２日 一部改正 昭和５４年  ３月 ６日 一部改正 

昭和５５年  ３月 ４日 一部改正 昭和５５年 １１月２５日 一部改正 

昭和５７年  ３月 ４日 一部改正 昭和６２年  ３月１１日 一部改正 

平成 ２年  １月２６日 一部改正 平成 ８年  ３月 ５日 一部改正 

平成１１年  ３月 ９日 一部改正 平成２０年  ３月 ７日 一部改正 

平成２２年  ３月１１日 一部改正 平成２２年 １０月２２日 一部改正 

平成２９年  ３月 ８日 一部改正 令和 ５年 １０月２０日 一部改正 

令和 ７年  １０月１７日 一部改正   
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杉並区立沓掛小学校ＰＴＡ組織図 
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選出細則 

1. 目的 

（1） この細則は規約第１４条にもとづき役員の選出を公平かつ適正に行うことを目的とする。 

2. Ｐ側役員候補者の選出方法 

（1） 会員は、立候補届出期間内に、立候補届出書を選挙管理委員会に提出して役員候補者となることができる。 

立候補届出書には、役員候補者としての所信表明を記載できる。 

Ｐ側役員は原則９名とし、９名以上の届出を必要とする。 

（2） 立候補届出期間内に、立候補者数が９名に満たないときは、原則として２学期中に、１年生～５年生の各学級から 

１名以上の役員候補者を選出する。 

立候補届出期間内に立候補した者も、改めて、役員候補者として選挙管理委員会に届け出る。 

3. Ｐ側役員の選出 

（1） 信任投票 

イ. 立候補者が９名を超えた場合及び学級ＰＴＡにおいて各学級から役員候補者が選出された場合、その候補者

は、選挙管理委員会の指定する日時・場所において、役員および選挙管理委員立会いのもとに、相互の話し

合い（以下互選会という）を行う。 

ロ. 互選会の結果、候補者の数が９名となり、かつ、各役職も決定した場合は、会員による信任投票を行う。 

ハ. 信任投票の結果、有効投票の過半数により信任とし、その結果を全会員に公表する。信任投票の結果をもっ

て承認とする。 

ニ. 立候補による役員候補者が不信任とされた場合は、学級ＰＴＡを開催し、役員候補者を選出のうえ、互選会

を行う。選出の際、既に立候補した会員も学級から役員候補者として選出されることは何ら妨げない。 

（2） 選挙 

イ. 互選会の結果、候補者数・役職が決定しなかった場合は、選挙を行う。また、各学級から選出された役員候

補者が不信任とされた場合は、再び学級ＰＴＡを開催し、役員候補者を選出するが、以降互選会は行わず、

直ちに選挙を行う。選出の際、前回選出された会員も学級から役員候補者として選出されることは何ら妨げ

ない。 

ロ. 投票の結果上位９名を役員とする。原則として最高得票者を会長とし、他の役職は話し合いの上決める。 

ハ. 開票の結果を全会員に公表し、これをもって承認とする。 

4. 実行委員の選出 

実行委員は立候補により選出し、実行委員会が各学年の保護者となるよう選出する。 

学年に欠員があった場合、他学年の立候補者内から選出する。 

立候補者が10人に満たない場合は、再度募集をする。 

5. 選挙管理委員会とその仕事 

（1） 選出事務を適正に行うために選挙管理委員会をおく。 

イ. 選挙管理委員会は６年の各学級で卒業により退会する会員の中から選出された複数名によって構成する。 

ロ. 委員長並びに副委員長は委員の互選により定める。 

（2） 選挙管理委員会は以下の職務を行う。 

イ. 役員候補者の受付・公表及び互選会の開催・立会い。 

ロ. 「役員候補者リスト」（氏名、学年、組）を全会員に配布。 

ハ. 開票結果の公表。 

ニ. 役員選出に関するその他いっさいの事務。 

（3） 選挙管理委員会は年度末に解散する。 
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6. Ｔ側役員の選挙 

Ｔ側役員（副会長、会計）は年度初め総会までに選出する。 

 

7. 本選挙細則は昭和４９年２月７日より実施する。 

 

昭和５６年 ２月 ５日 一部改正 昭和５７年  ３月 ４日 一部改正 

平成 ２年  １月２６日 一部改正 平成 ８年  ５月１４日 一部改正 

平成１３年 １０月１８日 一部改正 平成２２年 １月１９日 一部改正 

平成２２年 １０月１３日 一部改正 平成２９年  ３月１４日 一部改正 

令和 ７年 １０月１７日 一部改正   
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会計細則 

1. 目的 

イ) この細則は、規約第７章３１条にもとづき会費その他の収入の有効、適切な使用と会計の公正な運用を図ることを

目的とする。 

2. 構成・権限 

（1） 会計、経理の構成、権限を次のとおりとする。 

イ. 実行委員会は、予算編成権、提出権、執行権を有し、会長が代行する。 

ロ. 総会は予算を議決し、決算を認定する。 

ハ. 会計は、予算執行の会計事務に当たり、決算の事務的調整をする。 

ニ. 会計監査員は、実行委員会から独立した機関で会計の監査にあたる。 

3. 予算 

（1） 予算は毎年４月１日から翌年３月３１日までを一会計年度とした収支の見積もりでその年度のＰＴＡ活動計画によ

って作成する。 

（2） 予算編成に際しては、次の順序に従って行う。 

イ. 会長の基本方針の説明。 

ロ. ＰＴＡ各係およびＰＴＡサークルからの予算要求。 

ハ. 会計による予算要求の集計と査定に基づく原案の作成。 

ニ. 原案を実行委員会の討議に付して後、全会員に配布、総会で審議承認を受ける。 

（3） 会計は実行委員会に予算執行状況を報告し、年２回中間報告を全会員に配布する。 

4. 金銭会計 

（1） 会費徴収の根拠、金額、対象、期限、方法等を明らかにして全会員に通知して行う。 

（2） 会員は会計年度中に1日でも在籍していたら、会費を納入する。会計年度途中に退会した場合でも返金はしない。 

（3） 会費収納事務は、次のように行う。 

イ. 会員は総会にて承認された方法で会費を納入する。 

ロ. 納入の時期は各期に会長が指定した日とする。 

ハ. 納入未済会員は、直接ＰＴＡ会計の口座に振り込む。または、ＰＴＡ会計に現金納入する。 

（4） 会員の申し出により会長は事情止むを得ないと認めた場合、その会費を免除することができる。 

（5） 支出の手続きは、次のように行う。 

イ. 請求書は決済書に所定の事項（月日、金額、用途、役職名）を記入し会計に提出する。 

ロ. 会計は支払いを済ませ、領収書を確認し、出納帳に記入し決算書を整理しておく。 

5. 決算 

（1） 決算の事務的な調整は会計が行う。 

（2） 会計は年度末近く次の準備手続きをとる。 

イ. 収入、支出の調整 

ロ. 会費滞納の事務処理 

ハ. 出納帳、現金、銀行預金、決済書の符号 

（3） 出納閉鎖後、計数を確定した後、決算書を作成し、関係帳簿とともに監査員の審定に付してから実行委員会に提出

する。 

（4） 決算は全会員に報告し、総会で確認されなければならない。 

（5） 会計に関する帳簿（出納帳、通帳、決済書）は保存書類とする。 
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6. 会計監査 

（1） 監査は年度末及び随時行うことができる。 

（2） 監査の場合は会長、会計は出席しなければならない。 

（3） 監査の方法は帳簿突き合わせ、収支を監査する。 

（4） 監査の結果は総会に報告する。 

（5） 本会計細則は、昭和４４年３月１３日より実施する。 

 

昭和５３年 ３月 ２日 一部改正 昭和５３年  ５月 ２日 一部改正 

昭和５５年  ３月 ４日 一部改正 昭和５７年  ３月 ４日 一部改正 

昭和６２年 ３月１１日 一部改正 平成 ２年 ２月２８日 一部改正 

平成２２年 １月１９日 一部改正 平成２２年 １０月１３日 一部改正 

令和 ７年 １０月１７日 一部改正   
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謝恩内規 

 

異動される教職員への御礼の品を贈る。 

なお、返戻品および返戻金は受け取らないこととする。 

 

附則（施行期日） 

この内規は、令和７年１０月１７日から実行する。 

 

 


